
令和６年度第２回川崎区地域包括支援センター運営協議会議事録 

１ 開催日時 令和７年２月１９日（水）午前９時３０分～１０時３０分 

２ 開催場所 川崎区役所 １２階 第７会議室 

３ 出席者  委 員 大塚会長、和久井副会長 

古屋委員、岸本委員、星川委員、城所委員、飯塚委員、村尾委員 

       事務局 川崎区役所地域みまもり支援センター 田辺所長 

           高齢・障害課 金子課長、飯田担当課長、伊藤担当課長、 

久能係長、小田課長補佐、和田職員 

           地域支援課 長谷川係長 

       地域包括支援センター 

           しおん地域包括支援センター  中島センター長 

           大師の里地域包括支援センター 伊藤センター長 

           京町地域包括支援センター   植村センター長 

４ 議 事 （１）令和６年度川崎区課題整理シートについて           （公開） 

      （２）令和６年度川崎区課題整理シートの取組状況について      （公開） 

（３）その他                           （公開） 

５ 傍聴者 ０人 

 

６ 会議内容（摘録）                 ※「セ長」＝センター長 

 

（１）令和６年度川崎区課題整理シートについて 

 久能係長 ＜資料 1 に基づき説明＞ 

 

（２）令和６年度川崎区課題整理シートの取組状況について 

【しおん地域包括支援センター】 

 中島セ長 ＜資料２－１に基づき報告＞ 

 和久井副会長 ゴミ屋敷問題はとても良い取り組みと思う。このような取り組みを地域も交えて行って

いるところは聞いたことがない。近所の人にもこのような問題があることを知ってもらえる

し、医療関係の人も交えて話ができたのは良かったと思う。私も昨年このケースに遭遇した。

何に困ったかというと低所得。業者に払えるお金がない。是非、他の包括でもこの取り組みが

広がると良いと思う。 

 中島セ長 孤独になることはよくない、誰かが関わっていると何らかのきっかけで介入の糸口がみつ

かる、ということで、２回目の地域ケア圏域会議では孤立・孤独についての話し合いをした。

それにより「しおん包括ってこういうことをやっているんだ」と地域の皆さんへの周知が進

み、町会などから「こういう方がいるのだけど」という連絡が入るようになった。一緒に考え

る機会を持てて良かったと思っている。 

 星川委員 映画鑑賞会は毎回何人位の参加者がいるか。 



 中島セ長 ２／２５開催予定の映画は、現時点で予約は２０数名。最終的には３０名弱になると予想

している。 

 星川委員 会場はどの位の人数が入れるか。 

 中島セ長 現在は３０～４０名は入れるが、映画館のように座席に傾斜もなく、画面も職員でシーツ

を張っているようなもの。３０名位でも多少見にくかったりする。ニーズがあれば予算をとっ

て、環境を整えていきたい。 

 星川委員 男の人が参加しているのは良いと思う。告知方法はどのようにしているか。 

 中島セ長 チラシをしおんの会館や区役所に掲示したり、町会で配ったりしている。参加者エリアを

見ると、口コミの力だと思う。 

 星川委員 予約は電話のみか。 

 中島セ長 はい。 

 飯塚委員 突然行ったらダメか。 

 中島セ長 突然でも大丈夫。 

 飯塚委員 一人１００円の参加費だが、採算はとれているか。 

 中島セ長 包括は営利目的ではないので問題ない。高齢者でも払えない訳ではないと自信を持っても

らう為にお金をもらっている。 

 飯塚委員 映画を借りたりする経費的な負担、自分たちの予算で賄えているか。 

 中島セ長 無料でも可能だが、先ほどの理由でお金をもらっている。 

 城所委員 映画鑑賞会は良い取り組みだと思う。認知症やフレイル予防の啓発とか介護保険サービス

や成年後見制度の情報提供などをする機会はあるか。 

 中島セ長 映画鑑賞会をきっかけに包括がどういう所かということが周知されれば、そういう相談が

入ってくると考えている。 

 

【大師の里地域包括支援センター】 

 伊藤セ長 ＜資料２－２に基づき報告＞ 

 和久井副会長 これだけ認知症カフェで地域の活動をしているところは知らない。地域に認知症との共

存を呼びかけており、良い取り組みだと思った。市立病院や鋼管病院の医師などが参加して

いる会で３月１１日に認知症の早期発見に関する意見交換会がある。そのような医業との

情報共有の場があっても良いと思う。 

 城所委員 チームオレンジという活動があるが、川崎区や包括でチームオレンジとしての活動は何か

あるか。 

 伊藤セ長 チームオレンジという認識での取組はできていないが、認知症に対してチームで取り組む

ことで、よりこのビジョンが進むと思っている。 

 古屋委員 平塚市の認知症カフェを訪ねたことがある。そこは医師の自宅の１階のリビングをカフェ

にしており、行政や包括と連携をしているわけではなく、医師が主体となり知り合いの社会福

祉士とかを呼んでいた。そのカフェは会費を取っており、認知症でなくても参加可能としてい

た。だいしカフェ等では会費や対象者はどうなっているか。 

 伊藤セ長 だいしカフェはかつて飲食を提供しており１００円をとっていた。今は勉強会形式になっ



ており参加費はない。オレンジカフェは１００円。いこい喫茶は地区社協の経費で運営されて

おり参加費はない。いずれも認知症の方、そうでない方も参加は可能。認知症に興味があれば

どなたでもどうぞという形で受けている。だいしカフェ、いこい喫茶は、主体は別で包括は支

援をする形。オレンジカフェは、立ち上げには関わったが、薬局がチラシの作成や飲み物の準

備、会場のセッティングなど頑張っており、包括は本当にお手伝いのような感じ。 

 飯塚委員 私が最初に認知症カフェに行ったのは１０年位前。まだ協同病院や大師診療所がやってお

らず、探したら矢向の汐田病院で活発に行っていた。その構成は医師、薬剤師などであった。

大変なことだなと思うが、これからも頑張って取り組んでほしい。 

 

【京町地域包括支援センター】 

 植村セ長 ＜資料２－３に基づき報告＞ 

 和久井副会長 私もこの研修に２回参加した。ふれあい館の鈴木氏の取り組みや、特に外国籍で子供は日

本語がわかるが親がわからず、行政での手続きができないなどの地域課題にケアマネが触れ

ることができてよかったと思う。これまで同居家族がいると制度上ヘルパーに生活援助、家事

を依頼することができなかったが、令和６年から制度が変わり、ヤングケアラーがいる場合は

同居家族がいてもヘルパーを入れても良いことになった。この制度変更をケアマネに普及啓

発していくことは大事だと思った。１８歳を過ぎると児童福祉法を外れて支援の対象から外

れてしまう「１８歳の壁」。鈴木氏は１８歳を超えても支援を続けており、ボランティアで支

えられているという印象を受けた。川崎区は他の区にくらべて児童虐待が２倍となっており、

児童問題も区の課題である。ケアマネだから高齢者だけが専門としてしまうと、支援からあぶ

れてしまう人達が出てくるので、そうしないためにも児童のことを学ぶことも重要だと感じ

た。 

 城所委員 ５年程前に幸区の包括にいたことがある。先ほどのいこい喫茶やこの研修など、複数の包

括で実施しているが、当時幸区の包括は横のつながりがなかった。センター長同士は会議で知

り合いだけども、他の人は隣の包括にどんな人がいるのか、どんな活動をしているのか等ほぼ

知らず、合同で何かするということはなかった。川崎区では以前から包括同士の交流というの

は盛んなのか。 

 植村セ長 川崎区は１月から区役所再編で一緒になったが、今まで３管区に分かれていたため、管区

ごとに地域特性を捉えることが多かった。その流れで、各管区にある包括合同でケアマネ向け

の研修などを一緒に開催することはある。 

 城所委員 すばらしい取り組みだと思います。 

 

【区役所】 

 久能係長 ＜資料３に基づき報告＞ 

 大塚会長 バスに乗れなくなったからとか医療機関に通えなくなって在宅になる人が多くいる。在宅

も良いが、通院自体もリハビリになるので、この取り組みはとても良いと思う。反面、非常に

手がかかるので仕組み作りが大変かと思うが、うまく機能することを願う。 

 



（３）その他 

 委員からの発議なし。 

 

【令和７年度の開催予定】 

日時 令和７年１０月２９日（水）９時３０分～１０時３０分 

 

 


